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【施策の概要】

中山間地域等では、人口減少に伴い、住民の生活に必要な生活サービス機能（医
療・介護、福祉、教育、買物、公共交通、物流、燃料供給等）の提供に支障が生じてき
ているが、サービス提供体制については、例えば福祉の分野では、高齢者福祉、障害
者福祉、児童福祉など各制度に基づきサービスが縦割りで提供されており、効果的・
効率的なサービス提供体制を構築する必要があるほか、地域交流・地域支え合いの
拠点としての機能を強化する必要がある。そのため、基幹となる集落に、機能・サービ
スを集約化し、周辺集落とのネットワークを持つ「小さな拠点」（多世代交流・多機能
型）において、各種の生活支援サービスを維持するなどにより、心豊かな地域コミュニ
ティの形成を図る必要がある。

（ア）中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成

１

Ⅲ．今後の施策の方向
２．政策パッケージ

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する



「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成

中山間地域等において、生活・福祉サービスを一定のエリア内に集め、周辺集落と交通ネットワーク等で結ぶ「小さな拠
点」（多世代交流・多機能型）を形成し、持続可能な地域づくりを推進

【福祉拠点の整備】
○縦割りを排除し、地域交流、地域支
え合いの拠点として、多世代交流・
多機能型福祉拠点を整備

小さな拠点（多世代交流・多機能型）の構想
（土地利用計画＋サービスの提供体制）

【施設の集約】
○廃校舎等の既存公
共施設を活用して行
う施設の集約・再構
築、「道の駅」にお
ける地域拠点機能の
強化

【交通・輸送や買物
機会の確保】
○コミュニティバス
やデマンド交通等
による移動手段の
確保や、宅配など
の買物支援サービ
スの維持・改善

【燃料の供給】
○地域コミュニティに必要な燃料
供給維持のためサービスステー
ションの経営基盤強化等

【地域コミュニティ
の活性化】
○文化・芸術、ス
ポーツ活動、学習
活動の推進等によ
る 地 域 コ ミ ュ ニ
ティの維持・活性
化

【 ICTの利活用・環
境整備の推進】
○ICTの利活用・環
境整備の推進によ
る地域サービス水
準の維持・向上

地域における取組例
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「小さな拠点」の取組事例

事例１ 京都府南丹市美山町
みやまちょう

経緯 ・面積のほとんどが森林で、薪炭・材木・養蚕が主産業
・林業の衰退の中、キノコ・山菜の栽培・加工を行うが、過疎化が進行
（１０１８２人(1955) → ５１３３人(2002年) → ４４５９人(2012年) ）
・1970年代以降、行政主導で①農林業の振興、②観光振興・都市との交流による
活性化を推進（1970～2000年頃）

①農事組合設立、農業補助事業の活用（ほ場整備・施設整備・畜産振興等）
②かやぶき民家等地域資源を活かした観光振興（キャンプ場、体験施設、温泉整備）
移住者の受入体制

取組 ・JA店舗の跡に住民出資会社を立ち上げ、各種サービス（日用品
の販売・農地・保全特産品開発・福祉活動等）を実施

・この他、旧村単位で行政・住民が協力して振興会を立ち上げ、
行政代行・人材センター・高齢者見守り等を活動

・町の中心部に位置する平屋地区において道の駅を中心に行政
窓口・店舗・診療所・福祉センター・金融等の機能を集約して
「小さな拠点」を形成

・生活機能の集約・維持（医療・福祉・買物・行政窓口・金融等）
・住民出資会社による商店経営の継続・発展
（道の駅を利用して観光客向けにも販売。売上約1.5億円（開始時の1.5倍）、利用者約12万人）
・移住者の増加（毎年、数名～程度受入れ）

取組効果

京都府
南丹市の位置

拠点周辺の位置図

・地域活性化の成果の一方、人口減少・高齢化は引き続き進展。JAの店舗（3か所）が
撤退（98年）

Before

After

３

○70年代

農業振興
補助事業の導入

○88年
農村アメニティコンクール
優秀賞受賞
・観光施設の整備
・移住者の増加
○98年
JA店舗3か所撤退
住民出資会社設立、活動
○01年
集落ごとに住民・行政によ
る振興会を立ち上げ
この頃から中心部の平屋
地区に機能を集積
・保健福祉センター（H9）
・診療所（H11）
・直売所（H14）
・道の駅（H17）
・デマンドタクシーの運行
（H23）



「小さな拠点」の取組事例

４

事例２ 高知県四万十市西土佐地域大宮地区 （）

経緯 ・大宮地区は農業主体の農村地域であり、主に米・野菜を生産
・人口減少に伴い、1980年代に診療所・中学校が閉鎖するなどの
生活・教育施設が縮小（2010年以降、保育園・小学校も閉鎖）

・2005年、JA出張所（店舗）、ガソリンスタンドが閉鎖

取組 ・地区の約８割の世帯が出資して、JA店舗の機能を引き継ぐ「株式会社大宮産業」設立

・住民の会社として、住民代表を経営アドバイザーにし、積極的に要望に対応

・「大宮産業」はJAの施設を購入し、事業を引き継いで商店（食料品・日用雑貨等）とガソリンスタンドを経営

その他、住民の要望を受け、高齢者の見守りも兼ねた週２回の宅配サービス等を実施

・公共交通として、市のデマンドバスが、市の総合支所のある西土佐地域の中心部まで運行

・生活機能の維持（商店、ガソリンスタンド、診療所、出張所、郵便局）

・住民出資会社による商店経営の維持・発展（地元米の販路拡大等、
売上約6200万円（開始時の1.7倍）、
利用者90人/日（開始時の1.4倍））

・近年3世帯(30～40代)が移住

取組効果

高知県
四万十市の位置

After

Before

大宮産業店舗



いろんな機能が
あると助かるね！

平成２６年度（26年４月現在）

２８市町村、３８ヶ所、１６２サテライト

高知型福祉の実現に向けて
小規模多機能支援拠点（地域福祉の拠点）

「あったかふれあいセンター」の整備を促進

地域コミュニティ活動の活性化や
地域の支え合いの再構築で、
いざという時も安全・安心な
地域づくりを推進！

フォーマルな福祉サービスでは担えな
い「制度の隙間」的ニーズに応えるた
め高知県独自に実施

計200ケ所

＝

小地域

老人クラブ

ボランティア
地域住民

民生委員・児童委員

専門
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機関

行政
機関 地域包括支援ネットワークシステム

運営委員会
介護
事業所

◆基本機能

①集い＋α
（預かる・働く・送る・交わる・学ぶ・等）

日中の居場所・見守りの場

●高齢者
・元気な高齢者や介護認定者の居場所
・介護サービスの補完
・生活に不安のある方や、閉じこもりがち
な方の居場所

●子ども
・学童保育を利用していない小学生
の居場所

・放課後、長期休暇中の居場所

●障害者
・日中の居場所・社会参加や就労支援の場

●その他
・引きこもりがちな若者の居場所
・乳幼児を連れた母親の居場所

概ね週5日実施

地域包括支援ネット
ワークシステムの構築

・住民参加による地域での見守り・
早期発見、つなぎのネットワーク

・住民からの相談対応
・緊急時の対応の仕組みづくり など

②訪問・相談・つなぎ
概ね週2日実施

新たな支え合いの仕組みづくり

・生活支援サービスや支えあいの
仕組みづくりとコーディネート

・地域活動（介護予防やサロン活動等）
のサポート

・ボランティアの人材育成 など

③生活支援
ニーズに合わせて適宜実施

◆拡充機能
地域のニーズに応じて機能を拡充

泊り・移動手段の確保・配食

小規模多機能支援拠点（地域福祉の拠点）

あったかふれあいセンター

高知県における「あったかふれあいセンター」の取組概要

「小さな拠点」の取組事例

５

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
□　基本政策に横断的に関わる政策　その１ （中山間対策の充実・強化）また、地域の支え合いの力が弱まる中、地域福祉の拠点として「あったかふれあいセンター」の機能強化を図り、地域での見守り、支援のネットワークづくりを進めている。□　あったかふれあいセンターの機能強化・人口の減少と高齢化が進んだ地方においては、これまで地域が担ってきた支え合いの力が弱まってきている。・現在の子どもや高齢者、障害者に対する国の福祉サービスは縦割りで、そのサービス分野ごとに、全国一律の職員配置や定員などの基準が決められているため、中山間地域等においては、子育てや介護、自立支援など多様なニーズがありながらも、利用者が少ないために事業所が育たず、サービスの確保が困難な状況となっている。・また、東日本大震災でも明らかになったように、災害に強いまちづくりのためには、地域の「絆」が重要。・防災面においても、災害における要配慮者へのきめ細やかな対応を行うため、地域の支え合いの体制を意図的、政策的に再構築することが必要。・そうしたことから、本県では、社会福祉サービスの隙間を埋め、子どもから高齢者まで年齢や障害の有無にかかわらず、小規模でありながらも１カ所で必要なサービスを受けられる「あったかふれあいセンター」事業を平成21年度から実施。・平成21～23年度　「ふるさと雇用再生特別交付金」を活用して事業展開。・交付金が終了した24年度以降も、人口減少、高齢化が進む本県における「課題解決の政策」として必要不可欠な事業であるため、市町村と連携して事業継続。・平成26年度には、34市町村中28市町村　38カ所、サテライトを含めると200カ所で実施。・人口減少・高齢化の中で、地域コミュニティ活動の活性化や地域の支え合いの再構築により、いざという時も安心・安全な地域づくりを推進している。



「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえた取組

６

【基幹集落への機能・サービスの集約】

・市町村が複数集落を含む区域で「小さな拠点」形成のための土地利用計画を作成した場合、基
幹となる集落への生活・福祉サービス施設等の立地等のための措置

【生活サービスの担い手の確保】

・生活支援サービスの提供を社会福祉法人、商工会等の多様な事業主体が活動しやすくするた
めの措置

地域再生法の改正の方向性

（４）-（ア）-①
中山間地域等において、生活・福祉サービスを一定のエリア内に集め、周辺集落と

交通ネットワーク等で結ぶ「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）を形成し、持続可能
な地域づくりを推進する。
（一部、略） 今後、 「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）に関する仕組みの検討

や市町村における拠点整備の構想の策定を進めつつ、「小さな拠点」（多世代交流・
多機能型）のモデルづくりを実施 （以下、略）

平成26年12月27日閣議決定資料より抜粋



【 「地域住民生活等緊急支援のための交付金」〈地方創生先行型〉による財政支援 】

【 「地域再生戦略交付金」による財政支援 】
《H26補正 50億円》《H27 70億円》

】

〇多世代交流・多機能型福祉拠点

〇コミュニティバスやデマンド交通、宅配等の交通と情報通信によるネットワークの構築

〇小学校や旧役場庁舎の周辺に日常生活を支える買い物、医療等の「機能」をコンパクトに
集積

７

○主体：地方公共団体、地域再生推進法人等、民間団体（間接補助のみ）
○補助率：１／２以内、１／３以内（間接補助の場合）
計画策定支援は定額

予算措置

〈概要〉

○地方公共団体（都道府県及び市町村）による地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関する優良施
策等の実施に対し、国が支援。

〈概要〉

○地域の創意工夫による地域の課題解決を後押しする観点から、内閣総理

大臣が認定する「地域再生計画」に位置付けられた事業で、既存の補助等

制度の対象事業と一体的に実施することで効果が高まるものを支援。

【小さな拠点に関する用途例】

〇集落における住民が主体となって取り組む活動の支援



〇「小さな拠点」については、市町村が中心となって、主な役割を担う必要が
ある。

各集落の現状について分析を行った上で、中心となる集落（基幹集落）へ
の各種機能の集約やサービスの提供体制の形成、相互ネットワークの構
築を図ることが望まれる。

（集落分析項目の例）
・人口、世帯数
・高齢化率、生産年齢人口率
・交通、買い物、医療などの生活条件
・農業活動、鳥獣被害、防災体制 等

○都道府県は、市町村の取組が円滑に行われるよう、集落分析に関する情
報提供などの支援を行うことが望まれる。

集落分析は、「小さな拠点」を整備する上で基礎となるもの

「小さな拠点」の形成に向けた集落分析の進め方と分析例

８



＜参考分析例１＞島根県における中山間地域の「郷」分析について
―島根県中山間地域研究センターの取組―

＜背景と経緯＞

〇平成１０年に島根県中山間地域研究センターに
地域研究部門を設置。

〇「島根の郷づくりカルテ」を作成するため、島根
県で基礎的なコミュニティ単位となっている公民
館等の範囲で調査を実施することとした。

〇平成２５年から調査を開始、以降、毎年、調査を
実施。人口や暮らしに関するデータを収集。

＜住民基本台帳による人口調査の方法＞
１．対象となる「郷」の範囲を決定→島根県で基礎的なコミュニティ単位となっている
「小学校・公民館区」と設定

２．都市部を除き、218エリアを決定

３．島根県しまね暮らし推進課と中山間地域研究センターが連名で、各市町村に住
民基本台帳のデータ提供を依頼

４．「郷」ごとにカルテを作成

９

さと

さと

島根の郷づくりカルテの項目
・くらし（医療、教育、交通等）
・人口（住基、国調）
・産業（事業所数、従業者数等）
・取組 など

表示方法
・表
・地図 など

※ＧＩＳの導入によりマッピング可能

＜参考＞



＜参考＞
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＜参考分析例２＞とっとり集落創造シートを活用した集落点検
―鳥取県と鳥取環境大学が連携して、集落住民が話し合うための
ツールとして「とっとり集落創造シート」を開発―

１１
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